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○

国
別
・
品
目
別
特
恵
適
用
除
外
措
置
及
び
高
所
得
国
に
係
る
特
恵
適
用
除
外
措
置
の
適
用
基
準
（
平
成
十
九
年
財
務
省
告
示
第
百
三
十
四
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

一

国
別
・
品
目
別
特
恵
適
用
除
外
措
置
の
適
用
基
準
（
関
税
暫
定
措
置
法
（
昭

一

国
別
・
品
目
別
特
恵
適
用
除
外
措
置
の
適
用
基
準
（
関
税
暫
定
措
置
法
（
昭

和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
六
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
の
二
第
二

和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
六
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
の
二
第
二

項
関
係
）

項
関
係
）

㈠

産
品
の
競
争
力
に
基
づ
く
国
別
・
品
目
別
特
恵
適
用
除
外
措
置
の
適
用
基

㈠

産
品
の
競
争
力
に
基
づ
く
国
別
・
品
目
別
特
恵
適
用
除
外
措
置
の
適
用
基

準
は
以
下
の
と
お
り
と
す
る
。

準
は
以
下
の
と
お
り
と
す
る
。

イ

一
の
特
恵
受
益
国
・
地
域
（
後
発
開
発
途
上
国
を
除
く
。
）
を
原
産
地

イ

同

上

と
す
る
物
品
（
以
下
「
特
定
原
産
品
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
て
、
過
去
三

年
間
の
平
均
で
、
そ
の
輸
入
額
が
十
五
億
円
を
超
え
、
か
つ
、
当
該
輸
入

額
が
特
定
原
産
品
と
同
一
の
物
品
の
総
輸
入
額
の
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超

え
る
も
の
は
、
特
恵
適
用
の
対
象
か
ら
三
年
間
除
外
す
る
。
た
だ
し
、
次

に
掲
げ
る
条
件
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
除
外
し
な
い
。

（
省

略
）

同

上

(イ)

(イ)

当
該
特
定
原
産
品
が
、
経
済
連
携
協
定
（
法
第
七
条
の
七
第
一
項
に

当
該
特
定
原
産
品
が
、
経
済
連
携
協
定
（
法
第
七
条
の
八
第
一
項
に

(ロ)

(ロ)

規
定
す
る
経
済
連
携
協
定
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
締
結
に
つ
い
て
の

規
定
す
る
経
済
連
携
協
定
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
締
結
に
つ
い
て
の

大
筋
合
意
を
し
て
い
る
国
・
地
域
を
原
産
地
と
す
る
物
品
で
、
か
つ
、

大
筋
合
意
を
し
て
い
る
国
・
地
域
（
イ
ン
ド
及
び
ペ
ル
ー
）
を
原
産
地

当
該
大
筋
合
意
に
お
い
て
当
該
経
済
連
携
協
定
に
基
づ
く
関
税
率
が
当

と
す
る
物
品
で
、
か
つ
、
当
該
大
筋
合
意
に
お
い
て
当
該
経
済
連
携
協

該
経
済
連
携
協
定
の
発
効
日
に
お
い
て
特
恵
税
率
以
下
の
も
の
で
あ
る

定
に
基
づ
く
関
税
率
が
当
該
経
済
連
携
協
定
の
発
効
日
に
お
い
て
特
恵

場
合

税
率
以
下
の
も
の
で
あ
る
場
合

（
省

略
）

同

上

(ハ)

(ハ)

ロ
及
び
ハ

（
省

略
）

ロ
及
び
ハ

同

上

㈡
及
び
㈢

（
省

略
）

㈡
及
び
㈢

同

上


